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事業者免税点制度について

特例の内容

特定期間の
特例

特定期間（前年上半期）の 国内の課税売上⾼ ⼜は 給与（居住者分）の合計額（選択適⽤
可）が1000万円超の場合

新設法⼈の
特例

資本⾦等が1000万円以上
※国外事業者については、⽇本で登記された資本⾦等に基づいて初年度の資本⾦等を判定。

特定新規設⽴法⼈の
特例 基準期間における国内の課税売上⾼が５億円超の法⼈等が設⽴した資本⾦等1000万円未満の法⼈

事業者免税点制度
基準期間（２年前の課税期間）における国内の課税売上⾼が1000万円以下の事業者に
ついては、⼩規模事業者の事務処理能⼒や徴税コスト等を踏まえて、消費税の納税義務が
免除されている。

事業者の事務処理能⼒等を踏まえ、下記の特例に該当する場合、事業者免税点制度を適⽤しない

執⾏管轄外に所在する国外事業者に対しては、事業者免税点制度そのものの問題というよりは、むしろ納税義務
者の捕捉や税務調査等の執⾏⾯に⼤きな課題があると考えられる。
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消費者向け電気通信利⽤役務の提供に係る執⾏上の課題

⃝ プラットフォームを介して提供されるオンラインゲーム等の消費者向け電気通信利⽤役務の提供については、その提供
者である事業者に消費税の納税義務が課されている。

⃝ 他⽅、オンライン上で取引が完結するため、国外に所在する事業者の多くは国内に何らの拠点等を有していない。
⃝ こうした国外事業者は、そもそも「捕捉」が困難であり、捕捉したとしても、その後の「調査」や「徴収」に困難が伴う。

捕捉が困難

•プラットフォームを介することにより、⼤⼩様々な国外事業者が参⼊可能
•プラットフォーム上で契約、配信、決済の全てが完結するため、国内にビジネス拠点が不要
•プラットフォーマーが国外に所在する場合、国外事業者に関する情報収集も困難

調査が困難

•プラットフォームを介して配信する国外事業者の多くは、国内に拠点等を有しないため、接触が困難
•反⾯調査が実施できず、情報交換によらざるを得ないが、複雑な事案では１年前後の時間を要する
上、課税に必要な情報が不⾜していることも多い。

徴収が困難

•課税処分を実施できたとしても、通常国内に資産等を有しないことから、滞納処分に困難が伴う
•こうした事業者に対して「徴収共助」以外に有効な⼿段がないが、中国やシンガポールなど、わが国と経
済関係の深いアジア諸国との間では、徴収共助のネットワークが⼗分でない

※ そもそも国外事業者⾃らに消費税の納税義務が⽣じることを認識していない場合があることに加え、コンプライアンスの低い者も存在。
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